
医師法第 16 条の 10 第１項に基づく 

厚生労働大臣から一般社団法人日本専門医機構への意見 

 

 

１．医療提供体制の確保に重大な影響を与える可能性に関すること  

（医師法第 16 条の 10 関係） 

 

〇令和７年度専攻医募集におけるシーリング案について 

•  特別地域連携プログラムについては、地域偏在の解消や、専攻医が地

域医療を経験できること等の目的を維持し、地域偏在是正の実効性を検

証しながら、連携先の要件や研修期間等について改良を加えていくこと。 

•  特別地域連携プログラムの連携先施設の新しい要件として提案された

「医師少数区域の病院に医師を１年以上派遣する研修施設」については、

医師派遣の実行性の担保が困難と考えられることや、地域偏在の助長の

懸念があることから、連携先の要件に含めず、既存の要件のとおりとす

ること。 

•  令和６年度専攻医募集におけるシーリング案に対する厚生労働大臣の

意見であった「特別地域連携プログラムの連携施設の候補の一覧を作成、

公表する等、研修プログラム基幹施設が特別地域連携プログラムの連携

先を検討、設定しやすいように配慮すること」について、速やかな対応

を行うこと。 

•  シーリング対象外の基幹施設のプログラムにおいて、研修期間の大部

分をシーリング対象地域における連携先で研修を行っているプログラム

の実態を調査し、医道審議会に令和６年度中に報告すること。 

 

 

 


